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申
請
を
受
理
し
た
後
、
定
例
教
育
委
員

会
で
認
定
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
収
入
や
資
産
状
況
等
に
よ
り

認
め
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

教
育
委
員
会　

学
校
教
育
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎　

−

２
２
２
７
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■
援
助
の
対
象

　

生
活
保
護
法
に
規
定
さ
れ
る
要
保
護
世

帯
に
準
ず
る
程
度
に
困
窮
し
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
世
帯
の
方
。

　
■
申
請
方
法

　

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
で
申
請
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
ま
た
各
小
・
中
学
校

で
も
相
談
で
き
ま
す
。 

■
申
し
込
み
期
限

　

平
成　

年
７
月　

日　
（
締
切
日
消
印
有
効
）

２３

２４

■
申
込
書
の
配
布

　

市
役
所
１
階
の
市
民
生
活
課
・
税
務
課

の
窓
口
と
２
階
の
電
子
自
治
体
係
に
置
い

て
い
ま
す
。

仕
支
援
の
問
い
合
わ
せ
と
申
し
込
み
は
、

　

総
務
省
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
支
援
実
施

　

セ
ン
タ
ー
へ
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受
付
時
間　

９
時
～　

時　
２１

　
　
　
（
土
・
日
・
祝
日
は
９
時
～　

時
）

１８

■
問
い
合
わ
せ

　

総
務
部  
経
営
統
括
室  
電
子
自
治
体
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎　

−
２
１
１
４
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■
支
援
の
対
象

　

世
帯
全
員
が
市
町
村
民
税
非
課
税
で
、

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
対
応
で
き
て
い
な

い
世
帯
。

※
Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
放
送
受
信
契
約
を
結
ん
で
い
な

　

い
場
合
は
、
支
援
の
申
込
後
に
速
や
か
に
Ｎ

　

Ｈ
Ｋ
と
受
信
契
約
を
結
ん
で
く
だ
さ
い
。　

　
　

ま
た
、
す
で
に
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
視

　

聴
で
き
る
世
帯
は
、
支
援
を
受
け
ら
れ
ま
せ

　

ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
支
援
の
内
容　

　

チ
ュ
ー
ナ
ー
１
台
を
無
償
で
給
付
し
、

設
置
方
法
や
操
作
方
法
を
電
話
で
サ
ポ
ー

ト
し
ま
す
。（
テ
レ
ビ
の
給
付
や
ア
ン
テ

ナ
の
工
事
な
ど
は
行
い
ま
せ
ん
）

※
訪
問
に
よ
る
サ
ポ
ー
ト
を
ご
希
望
の
場

合
は
、
地
デ
ジ
県
民
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

☎　

−

８
３
６
１
（
受
付
時
間
９
時
～　

９７

１８

時
・
月
曜
日
休
み
）
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
方
法

　

必
要
書
類
を
添
え
て
申
込
書
を
「
総
務

省
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
支
援
実
施
セ
ン

タ
ー
」
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

申
し
込
み
に
は
「
世
帯
全
員
が
記
載
さ
れ

た
住
民
票
の
写
し
」
と
「
世
帯
全
員
分
の

市
町
村
民
税
非
課
税
証
明
書
」
の
添
付
が

必
要
で
す
。

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
視
聴
の
た
め
の

                                
支
援
の
ご
案
内

　

総
務
省
で
は
、
経
済
的
な
理
由
で
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
へ
の
移
行
が
で
き
な
い
世
帯
に

対
し
て
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

就
学
援
助
制
度
の
ご
案
内

　

経
済
的
な
理
由
に
よ
り
就
学
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
小
・
中
学
校
児
童
、
生
徒
の
保
護
者

に
対
し
て
、
学
用
品
費
や
学
校
給
食
費
な
ど
を
援
助
し
ま
す
。

〝分別〞のある人
    を目指して！
〝分別〞のある人
    を目指して！ ーエコ達人への道ー ゴミの出し方⑱

　　携帯電話も

リサイクルの巻

　今や一人一台の時代になった携帯電話ですが、買い替
えた後に使わなくなった携帯電話が引き出しに眠ってい
ませんか？写真データなどは他に移したけど、その後
は…という方！　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　実は携帯電話もリサイクルされスピーカーや半導体な
どに生まれ変わって有効利用されています。 　　　　
　リサイクルするための方法は簡単。携帯電話販売店の
窓口に行って渡すだけです。　　　　　　　　　　　　
　市内ではドコモショップ多久店で、自社はもちろん他
社の携帯電話も引き取ってくれます。　　　　　　　　
　また、エコ達人としては一つのモノを長く愛用したい
もの！携帯電話販売店の窓口では短時間で点検・清掃も
行っているそうです。　　　　　　　　　　　　　　　

■問い合わせ　市民生活課  生活環境係   ☎７５−６１１７

詳しくは
ドコモショップ多久店
☎０１２０−７５７−０５０に
ご相談ください

　ＮＨＫの放送受信料が全額免除と
なっている世帯で、①生活保護世帯、②
世帯全員が市町村民税非課税で障害者
がいる世帯、③社会福祉施設入所世帯
へのチューナー支援も引き続き行われ、
申し込み期限が平成２３年７月２４日まで
延長されました。

こちらの問い合わせは
総務省地デジチューナー支援実施センター
　　　☎０５７０−０３３８４０　　または
　　　☎０４４−９６９−５４２５

平日　　９時～２１時　　　
土・日・祝日は９時～１８時

※申込書は、市役所１階福祉健康課に置い
　ています。


